
 

 

動物の愛護及び管理に関する法律に基づく 1 

指定登録機関に関する省令案の概要について 2 

 3 

                       令 和 ３ 年 １ 月  4 

   環境省自然環境局総務課動物愛護管理室 5 

１．背景・趣旨 6 

動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律（令和元年法律第 39 号）の7 

一部施行に伴い、マイクロチップの装着等の義務化に係る事務を環境大臣に代わり実施す8 

る指定登録機関の指定等に関する事項を定めた標記省令を制定することとする。 9 

 10 

２．省令案の内容 11 

（１） 指定の申請 12 

① 動物の愛護及び管理に関する法律（以下「法」という。）第三十九条の十第二項の規13 

定による指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣14 

に提出しなければならないこととする。 15 

1) 名称及び主たる事務所の所在地 16 

2) 法第三十九条の五から第三十九条の八までに規定する環境大臣の事務（以下「登17 

録関係事務」という。）を行おうとする事務所の名称及び所在地 18 

3) 登録関係事務を開始しようとする年月日 19 

② 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならないこととする。 20 

1) 定款及び登記事項証明書 21 

2) 申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び当該事業年度末22 

の財産目録 23 

3) 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書  24 

4) 指定の申請に関する意思の決定を証する書類 25 

5) 役員の氏名及び略歴を記載した書類 26 

6) 現に行っている業務の概要を記載した書類 27 

7) 登録関係事務の実施の方法に関する計画を記載した書類 28 

8) 登録関係事務を行う時間及び休日に関する計画を記載した書類 29 

9) 登録関係事務を行う事務所に関する計画を記載した書類 30 

10) 登録関係事務を行う組織、運営、その他実施体制に関する計画を記載した書類 31 

11) 登録関係事務を行うに当たり個人情報保護及び情報セキュリティに関する計画32 

を記載した書類 33 

12) 登録関係事務を行うに当たり必要なシステム構築及び保守運用（環境省データベ34 

ースを含む。）に関する計画を記載した書類 35 

13) 手数料の収納に関する計画を記載した書類 36 

14) 登録関係事務に関して知り得た情報の管理（情報の安全性を確保するために必要37 

な措置を含む。）及び秘密保持に関する計画を記載した書類 38 

15) 登録関係事務に関して知り得た情報の漏洩が生じた場合の計画を記載した書類  39 

16) 登録関係事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 40 

17) 登録関係事務に関する標準的な作業時間及び手順に関する計画を記載した事項 41 

18) 法第三十九条の十第四項第四号イ及びロのいずれにも該当しない旨の役員の申42 

述書 43 



 

 

19) 前述のほか、法第三十九条の十第五項に規定する相互連携その他登録関係事務の44 

実施に必要な事項及びこれに付随する事項  45 

 46 

（２） 指定登録機関の名称の変更等の届出 47 

① 法第三十九条の十第一項に規定する指定登録機関（以下「指定登録機関」という。）48 

は、その名称若しくは主たる事務所の所在地又は登録関係事務を行う事務所の名称49 

若しくは所在地を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を環50 

境大臣に提出しなければならないこととする。 51 

1) 変更後の指定登録機関の名称若しくは主たる事務所の所在地又は登録関係事務52 

を行う事務所の名称若しくは所在地 53 

2) 変更しようとする年月日 54 

3) 変更の理由 55 

② 指定登録機関は、登録関係事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするとき56 

は、次に掲げる事項を記載した届出書を環境大臣に提出しなければならないことと57 

する。 58 

1) 新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地 59 

2) 新設し、又は廃止しようとする事務所において登録関係事務を開始し、又は廃止60 

しようとする年月日 61 

3) 新設又は廃止の理由 62 

 63 

（３） 役員の選任及び解任 64 

① 指定登録機関は、法第三十九条の十一第一項の認可を受けようとするときは、次に65 

掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならないこととする。 66 

1) 選任又は解任に係る役員の氏名 67 

2) 選任し、又は解任しようとする年月日 68 

3) 選任又は解任の理由 69 

② 前項の申請書（選任に係るものに限る。）には、次に掲げる書類を添付しなければな70 

らないこととする。 71 

1) 選任に係る役員の略歴を記載した書類 72 

2) 選任に係る役員の法第三十九条の十第四項第四号イ及びロのいずれにも該当し73 

ない旨の申述書 74 

 75 

（４） 事業計画等の認可の申請 76 

① 指定登録機関は、法第三十九の十二第一項前段の認可を受けようとするときは、そ77 

の旨を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添付して、これを環境大臣に78 

提出しなければならないこととする。 79 

② 指定登録機関は、法第三十九条の十二第一項後段の認可を受けようとするときは、80 

次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならないこととする。 81 

1) 変更しようとする事項  82 

2) 変更しようとする年月日 83 

3) 変更の理由 84 

 85 

（５） 登録関係事務規程の認可の申請 86 

① 指定登録機関は、法第三十九条の十三第一項前段の認可を受けようとするときは、87 



 

 

その旨を記載した申請書に登録関係事務の実施に関する規程を添付して、これを環88 

境大臣に提出しなければならないこととする。 89 

② 指定登録機関は、法第三十九条の十三第一項後段の認可を受けようとするときは、90 

次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならないこととする。 91 

1) 変更しようとする事項 92 

2) 変更しようとする年月日 93 

3) 変更の理由 94 

 95 

（６） 登録関係事務規程の記載事項 96 

法第三十九条の十三第二項の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。 97 

1) 登録関係事務の実施の方法に関する事項 98 

2) 登録関係事務を行う時間及び休日に関する事項 99 

3) 登録関係事務を行う事務所に関する事項 100 

4) 登録関係事務を行う組織、運営、その他実施体制に関する事項 101 

5) 登録関係事務を行うに当たり個人情報保護及び情報セキュリティに関する事項 102 

6) 登録関係事務を行うに当たり必要なシステムの構築及び保守運用に関する事項 103 

7) 手数料の収納の方法に関する事項 104 

8) 登録関係事務に関して知り得た情報の管理（情報の安全性を確保するために必要105 

な措置を含む。）及び秘密の保持に関する事項 106 

9) 登録関係事務に関して知り得た情報の漏洩が生じた場合の措置に関する事項  107 

10) 登録関係事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 108 

11) 登録関係事務に関する標準的な作業時間及び手順に関する事項 109 

12) 前述のほか、法第三十九条の十第五項に規定する相互連携その他登録関係事務の110 

実施に関し必要な事項及びこれに付随する事項 111 

 112 

（７） 登録関係事務に関する帳簿の備付け等 113 

指定登録機関は、次の各号に掲げる事項を記載した法第三十九条の十五に規定する帳簿114 

を作成し、登録関係事務を廃止するまで保存しなければならないこととする。 115 

1) 各月における法第三十九条の五第一項の登録、法第三十九条の六第一項の変更登116 

録及び法第三十九条の八の届出の件数 117 

2) 各月における法第三十九条の五第六項の登録証明書の再交付の件数 118 

3) 各月における逸走に関する情報検索の件数 119 

4) 各月における問い合わせ数の件数 120 

5) 各月における手数料の収受の状況 121 

 122 

（８） 事故発生時の措置 123 

指定登録機関は、漏えいその他保有個人情報の管理に係る事故が発生し、又は発生する124 

おそれがあるときは、直ちにその旨を環境大臣に報告しなければならないこととする。 125 

 126 

（９） 立入検査を行う職員の証明書 127 

法第三十九条の十八第二項の職員の身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。 128 

 129 

（１０）登録関係事務の休廃止の許可の申請 130 

指定登録機関は、法第三十九条の十九の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項131 



 

 

を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならないこととする。 132 

1) 休止し、又は廃止しようとする登録関係事務の範囲 133 

2) 休止し、又は廃止しようとする年月日 134 

3) 休止しようとする場合にあっては、その期間 135 

4) 休止又は廃止の理由 136 

       137 

（１１）登録関係事務の引継ぎ等 138 

指定登録機関は、法第三十九条の十九の規定による許可を受けて登録関係事務の全部若139 

しくは一部を廃止する場合、法第三十九条の二十の規定によりその指定を取り消された場140 

合又は法第三十九条の二十三の規定により環境大臣が登録関係事務の全部若しくは一部141 

を自ら行う場合には、次に掲げる事項を行わなければならないこととする。 142 

1) 登録関係事務を環境大臣に引き継ぐこと 143 

2) 登録関係事務に関する帳簿及び書類を環境大臣に引き継ぐこと 144 

3) その他環境大臣が必要と認める事項 145 

 146 

（１２）その他 147 

この省令は、公布の日から施行することとする。ただし、（７）及び（８）の規定は、法148 

附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（令和四年六月一日）から施行することとする。 149 


